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犯罪被害者等施策主管課室長会議





＊　主問題と支援の経過図（強盗・暴行傷害被害者）

「民間被害者支援団体の支援と連携の実際」　平成20年度　被害者支援都民センター発行　より
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被害者の現状、抱える問題・要望

情報提供／支援要請

関係機関の対応

　
　⑧刑事手続の情報希望
　⑨刑事裁判問題（傍聴への不安・迷い、証言・意見陳述
　　　　　　　　　　　　　　したい、加害者の顔を見たくない等）
　⑩加害者側からの補償への不安
　⑪その他手続問題（犯給金・社会保障の申請、保険請求
                                  等）
　⑫被害者通知希望

　①身体症状（外傷、後遺症、入院・通院・転院・リハビリ
　　　　　　　　　　等）

　②精神症状（過敏反応、精神的苦痛、フラッシュバック、

　　　　　　　　　　恐怖感等）
　③病院受診の不安（迷い、付添希望）
　④日常問題（医療費、看病の負担等）
　⑤社会問題（仕事への不安、周囲からの二次的被害等）
　⑥事件感情（怒り、出所・再被害の不安、自責感等）
　⑦社会的活動への参加
　

手続等に関する問題

日常／精神面に関する問題 　　【電話／面接相談】
　　　・心理教育、精神面フォロー
　　　・家族に対する精神的支援
　　　・面接相談の勧め
　　　・医療受診の勧め
　　【直接支援】
　　　・自宅訪問、入院先訪問
　　　・関係機関への付添
　　【関係機関との連携】
　　　・状況・要望・経過の連絡、
　　　　対応依頼、問合せ
　

　
　　【電話／面接相談】
　　　・刑事手続/裁判の説明、助言
　　　・犯給金/社会保障等の説明、助言
　　　・弁護士依頼の助言
　　【直接支援】
　　　・代理傍聴
　　　・関係機関への付添
　　【関係機関との連携】
　　　・状況・要望・経過の連絡、
　　　　対応依頼、問合せ

診察、治療方針・医療費の説明、必要書類発行

診察、継続治療

社会保障制度の説明・手続、必要書類発行

犯給金申請受理、パトロール、報道へ自粛要請

裁判前後の打合せ・説明、期日等の連絡

傍聴席・控室の確保、証言時の配慮

相談受理、民事裁判

学費援助制度の説明

司法書士

相談受理、成年後見人制度手続

センターへの付添



 
・被害後に悩まされた問題 
 

「被害にあった後、どのような問題に悩まされましたか」という設問であげられた 24 項目に対して「あて

はまる」「ややあてはまる」「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」の 4 段階で回答を求めた。 

 

 

１．収入が減って、生活していくうえで

　　の不安があった
42.7

２．事件に関連して医療費、交通費、

　　裁判費用等の負担が生じた
70.0

３．家事、育児、介護が出来なくなった 69.1

４．事件をきっかけに退職、休職せざる

　　をえなかった
50.0

５．マスコミからの取材で迷惑した 25.5

６．転居しなければならなかった 24.5

７．不眠、食欲減退などの症状が１ヶ月

　　以上続いた
95.5

８．心身の不調のため、医療機関で

　　治療を受けた
69.1

９．刑事手続について分からず不安

    だった
75.5

10．警察や検察庁での事情聴取が

      苦痛だった
74.5

11．裁判で証言をすることが負担

     だった
38.2

12．裁判で証言する機会がなかった 31.8

13．信頼できる弁護士を見つけるの

      に苦労した
51.8

14．家族の命を金銭に換算すること

      への抵抗があった
87.3

15．民事裁判に勝訴したが、実際には

      賠償金を支払われていない
18.2

16．役所の手続が煩雑で、手間取った 50.0

17．加害者に反省や謝罪の態度が

      見られず、傷つけられた
87.3

18．加害者から仕返しをされるのでは

      ないかと不安である
38.2

19．加害者への対応に悩んだ 80.9

20．人目が気になり、外出できなく

      なった
83.6

21．噂を立てられたり、心ない言葉

      に傷つけられたりした
79.1

22．家族内では事件のことを話せない 56.4

23．事件後、家族関係が悪くなって

      しまった
52.7

24．事件のことを安心して話せる人

      がいなかった
54.5
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・被害直後に必要な支援 
 

事件直後に求める支援として、18 項目中 11 項目について半数以上の人が必要と答えている。特にその

割合が高いものとしては、「身近な人からの精神的な支え」（76.4％）、「警察へ行くときの付添い」（74.5％）、

「弁護士の紹介」（73.6％）、「専門家による精神的ケア」（71.8％）、「加害者に関する情報の提供」（70.9％）

となっている。 

裁判所、検察庁、病院等への付添い支援についても、それぞれ 60％前後となっており、要望が多い。「支 

援団体の紹介」に対する要望も 66.4％となっており、専門家を含めた支援者を求める割合も高い。 

性別では、女性は「身近な人からの精神的な支え」「専門家による精神的ケア」「行政手続の補助」「経済

的な支援」「同じような体験をした人達と話し合える場の設定」で、男性は「社会へ訴える場の設定」「加

害者と対面する場の設定」でより要望が多くなっている。 

事件別では、「殺人・傷害致死」は、「経済的な支援」「マスコミへの対応」で、「交通被害」は「付添い

支援」「弁護士の紹介」「損害賠償に関する支援」「同じような体験をした人達と話し合える場の設定」「加

害者に関する情報の提供」「加害者と対面する場の設定」でより要望が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

事件直後に必要な支援について、多くの記述があったので下記に列挙する。 

・最低限でも構わないので、衣食住について安心出来る生活にしてほしいと思いました。 

・私の場合は事件後1 ヶ月仕事を休んだ。当然収入はない。物資両面でのサポートをする行政があればと思 

う。 

・事故直後に遺族に替わり警察に対応を行なってくれる「早期支援組織」の制度が必要と感じた。 

・事故内容の説明、警察、検察、裁判等でどのように進められるか、民事についての説明、各行政手続の指 

導等、事故直後から支援が必要だと思います。 

・突然の事故や事件に巻き込まれた時、一番必要なのは今、何をどうしたらよいのか方向付けしてくれる機 

関であり、同時に精神的に支えてくれる人と場であると思う。 

・事件直後から事件に関する助言が出来る専門家をつけてもらいたい。 

・支援団体や弁護士、被害者団体の紹介をしてほしかったです。自分で調べて見つけたのは事件後1 年でし 

た。 

・最初に辛い立場になるのが病院です。愛する家族の死と直面し、目の前が真っ白に。何がなんだかわから 

ない状態になっている時に支援者がそばにいてくれると心強い。 

・事件直後からメンタルな部分での支援をしてほしかった。 

・事件後は特に愛する人をなくした人間への精神的サポートが必要です。 

 

「平成１８年度 被害者支援都民センター 犯罪被害者遺族へのアンケート調査結果」より 
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